
令和８年６月７日(日)～６月１３日(土)

～練馬消防署からのお知らせです～

協 賛： 練馬 災害 予防 協会

リチウムイオンバッテリーを一般ご
みと混ぜてそのままごみに捨てると、
発火するおそれがあります。

セルフスタンドでは、給油設備との
接触事故が増えています。給油する
際には、周囲を
しっかり確認
しましょう。

※ 練馬区では使い切って
から別袋で不燃ごみへ！

スプレー缶は、ＬＰＧ(液化石油ガス)
を使用した製品や、内容物が消防法の
危険物に該当する場合があります。
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https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/fs/nerima/index.html

★練馬駅から徒歩１分

練馬消防署

練馬駅 至 池袋

千 川 通 り

練馬消防署ホームページ

ガソリン、灯油、アルコール等の
危険物を指定数量の１／５以上（※）
保管する場合、管轄の消防署に申請・
届出が必要になります。

・車両の燃料
タンク内の危
険物は届出不
要です。

※ 練馬区では別袋で不燃ごみへ！
膨張したバッテリーは管轄の清掃
事務所等へお持ちください。


